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令和８年度 

  

１ 主 旨 

本研修は、滋賀県、大津市、滋賀県社会福祉協議会による「滋賀の福祉人」の育成に関する協定に  

基づき、県民が県内のどこにおいても高い水準の福祉サービスを受けられるよう福祉人材の質の向上

や確保、定着を図るため、自らの福祉観をもって日々の実践に向かえる「滋賀の福祉人」の育成を目的

として実施いたします。 

「滋賀の福祉人」とは、支援の知識や技術を支える基本となる支援者としての高い倫理観や価値観

を有し、それらを土台に据えて、主体的に日々の福祉実践を行う人材を称しています。   

 

２ 目 的 

滋賀の福祉実践や事例を通して福祉従事者としての姿勢を学ぶことにより、職場における中核的な

役割を担うことを認識するとともに、支援対象者への理解を深め、チーム支援の重要性を学ぶことを

目的としています。 

 

３ 実施主体および実施機関 

  実施主体：滋賀県 

実施機関：滋賀の縁創造実践センター 

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター     

 

４ 研修概要 

 

                         ＋ 

 

                       

● 介護分野に従事する方➡滋賀の福祉人研修 ＋ 介護人材育成研修 （計５日間）をご受講ください。 

● その他の福祉分野に従事する方➡滋賀の福祉人研修 のみ（３日間）をご受講ください。 

● 各研修のプログラムは、「15 プログラム」をご確認ください。 

 

５ 受講対象 

  滋賀の福祉人研修 県内の保育・児童・障害・高齢・救護等の社会福祉分野に従事する概ね５年未満 

の職員（社会福祉施設・事業所・社会福祉協議会等） 

 

  介護人材育成研修 県内の介護分野に従事する概ね５年未満の職員（社会福祉施設・事業所・社会 

福祉協議会等） 

 

６ 定 員  1０0名  

 

７ 受講料  無料（テキストは使用いたしません。） 

 

 

 

 

 

滋賀の福祉人研修／介護人材育成研修 

中堅期 募集要項 

滋賀の福祉人研修 【中堅期】 
 

★全分野対象 ≪３日間≫ 

介護人材育成研修 【中堅期】 
 

★介護分野対象 ≪２日間≫ 
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８ 会 場  滋賀県立長寿社会福祉センター（草津市笠山７-８-138） 

9 日程 

「滋賀の福祉人研修」 「介護人材育成研修」 

６月１日（月）・６月 17日（水）・６月 30日（火） ７月 13日（月）・８月３日（月） 

 

10 申込方法 

滋賀県社会福祉協議会 研修管理システム（以下「研修システム」という。）より、当該研修の「詳細」から

令和８年４月 22日（水）までにお申し込みください。 

※申込受付完了後、確認メールが届きますので、必ずご確認ください。 

※申込期間内の変更やキャンセルは、研修管理システムのログイン後、マイページで手続きをお願いしま

す。 

※研修システムから申込みできない場合は、事務局にご連絡ください。 

※定員を超過した場合は、申込期間中でも募集を終了いたします。募集終了については、研修システム

でお知らせします。 

 

  

 

 

 

11 受講決定 

研修の申し込み締め切り後、約２週間で研修システム内にて受講可否の確認ができます。受講が決定

された方は、受講決定通知書が研修システム内で交付されますので、ダウンロードしてご確認ください。 

定員超過の際、同一事業所で多数のお申し込みのある事業所への人数調整、または先着順で受講を決

定することがありますのでご了承ください。 

※研修は、受講決定通知を行った方のみ受講できます。 

 

12 修了証 

全日程・全科目を受講し、課題等（課題がある場合）を期日までに提出した者に滋賀県より修了証書を

交付します。 

 

13 研修の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 課題等 

研修受講に先立ち、事前課題の提出があります。詳細については、受講決定通知に記載いたします。 

また、受講中にも課題の提出がある場合がありますので、積極的に取り組んでください。 

 

 

 

 

★「滋賀の福祉人研修」のみ（３日間受講）と「滋賀の福祉人研修」＋「介護人材育成研修」（５日間受講） 

がそれぞれ「研修一覧」に掲載されておりますので、お間違えのないようお気を付けください。 

修了証書の

交付 

上司コメント記入

後、提出 

事前課題 

 
法人理念や自身の仕 

事内容・福祉職に就 

いたきっかけ等を記 

入する。 

「介護人材育成

研修」[２日間] ※提出期限有 

受 講 前 
 

研 修 受 講 
 

「滋賀の福祉人

研修」[３日間] 

受 講 後 
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1５ プログラム 

滋賀の福祉人研修 

日程 時 間 形式 科   目 内   容 講   師 

６
月
１
日
（
月
） 

10：00～16：00 
（昼休憩１時間含む） 

講義 研修のねらい 研修のねらいを共有 

社会福祉法人 びわこ学園 

重症児者相談支援センターびわりん 

 増野 隼人     
講義 

演習 

滋賀の福祉に学ぶ 

～実践のつながり～ 

県内の現場実践を通して、

福祉従事者としての基本

的な姿勢を学ぶ。 

６
月
１７
日
（
水
） 

10：00～12：00 
講義 

演習 
現場実践を通して 

学ぶ 

県内の現場実践を通して、

他分野・多職種の様々な

考えを知り、福祉従事者と

しての基本的な姿勢を学

ぶ。 

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 

副理事長 清水 明彦 

13：00～16：00 
講義 

演習 

社会福祉法人グロー 

オープンスペースれがーと 

エリア総合施設長 角野 晃子 

６
月
30
日
（
火
） 

10：00～16：00 
（昼休憩１時間含む） 

演習 

 

交流 

先輩職員交流 

 

ふく・楽 CAFE 

先輩職員の体験談や受講

者同士の意見交換を通し

て、自身の目指す姿を考え

る。 

●コーディネーター 

社会福祉法人光寿会 小谷こども園 

小林 明総 

 

●シンポジスト 

・社会福祉法人志賀福祉会 

特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑 

 温井 正剛 

・一般社団法人 no-de  

放課後等デイサービス incline 

山田 萌愛 

・社会福祉法人竜王町社会福祉協議会 

岡田 彩加 

※各回グループ演習があります。 

介護人材育成研修 

※上記の滋賀の福祉人研修３日間終了後に続けてご受講いただきます。（計５日間） 

 

日程 時間 
 

科目 内  容 講   師 

7
月
13
日
（
月
） 

9：30～12：00 
講義 

演習 

包括ケアの取組の 

実際 

介護を取り巻く社会保障

の法体系および介護保険

制度を学ぶとともに、県内

の包括ケアの取組の現状

を学び、介護職に求められ

る役割と機能を理解する。 

滋賀県 

健康医療福祉部 医療福祉推進課 

13：00～16：30 
講義 

演習 
介護過程の展開（１） 

介護を必要とする人の全

体像を把握すること、その

情報からアセスメントし生

活課題の整理、優先順位

をつけることを学ぶ。 
桃山学院大学 社会学部 

ソーシャルデザイン学科 

教授 杉原 久仁子 

 

合同会社リノセント 

ケアステーションそらいろ 

所長 住友 和恵 

8
月
3
日
（
月
） 

9：30～12：30 
講義 

演習 
介護過程の展開（２） 

実践事例を用いて、介護

過程を展開し介護計画が

立案できることを目指す。 

13：30～16：30 
講義 

演習 
チーム介護 

介護計画に基づくチーム

支援について事例演習を

交えて学びを深める。チー

ムの中心的役割を自覚し

具体的に理解する。 
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1６ 会場案内 

滋賀県立長寿社会福祉センター  
住  所：滋賀県草津市笠山７丁目８-138 

アクセス： 

≪車の場合≫新名神高速 草津田上 ICより約３分 

      ※駐車場はありますが、スペースには限りがありますので、できる限り公共交通機関

の利用をお願いします。 

≪公共交通機関の場合≫JR 瀬田駅よりバス約 15分（「長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ前」下車） 

JR 瀬田駅よりバス約 10分（「医大西門前」下車後徒歩約 15 分） 

           JR 南草津駅よりバス約 25分（「長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ前」下車） 

 
 

1７ その他 

①申込締め切り後、研修受講をキャンセルされる場合は、必ず事前に事務局まで連絡してください。

（申込期間内は研修システムより手続きしてください） 

②昼食は各自でご用意ください。 

③敷地内全面禁煙となっておりますので、ご協力の程お願いいたします。 

 

 

18 問合せ先・申込先 

滋賀の縁創造実践センター 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

滋賀県社会福祉研修センター 

   〒525-0072 滋賀県草津市笠山 7丁目 8番 138号 

   TEL：077-567-3927  FAX：077-567-3910 E-mail：kensyu@shigashakyo.jp 

   ≪問い合わせ時間≫平日８：３０～１７：１５（土・日・祝・年末年始は閉所） 

 

気象警報等が発令された場合（※）や、県から事業の自粛要請が出された場合等は、研修を延期

または中止せざるを得ない状況となる可能性があります。 

このような場合は、社会福祉研修センター研修管理システムおよびホームページの「お知らせ」に

掲載 いたしますのでご確認をお願いします。 

※県下に特別警報、暴風警報または研修実施地域での大雪警報が発表された場合の延期等は、

午前7時（午後の研修の場合は午前 10時）時点を目安に決定し、速やかに研修システムおよび

ホームページに掲載します。 

 

滋賀県社会福祉協議会 

◎研修システム  ： https://www.shakyo-kensyu.jp/shiga/ 

◎ホームページ  ： https://shiga-sfk.jp 

研修システム ホームページ 

https://shiga-sfk.jp/

